
 
 

小田原市公告第１９６号 

 小田原市市民ホール整備事業ＣＭ業務を行うにあたり、公募型プロポーザル方式による事業者の

選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

平成２９年１２月１４日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

１ 発注者 

（１）発注者  小田原市 

（２）事務局 小田原市文化部文化政策課市民ホール整備係 

   住 所 〒２５０－８５５５ 神奈川県小田原市荻窪３００ 

   電 話 ０４６５－３３－１７０２  ＦＡＸ ０４６５－３３－１５２６ 

   Ｅメール hall-construction@city.odawara.kanagawa.jp 

 窓口対応時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日、祝日  

及び平成２９年１２月２９日（金）から平成３０年１月３日（水）までを除

く。）（正午から午後１時までを除く。） 

２ 事業概要 

（１）事業名 

小田原市市民ホール整備事業ＣＭ業務 

（ＣＭはコンストラクション・マネジメントの略） 

（２）事業場所 

小田原市本町一丁目１３８番６ほか 

（３）事業内容 

ア 基本設計・実施設計ＣＭ業務 

イ 工事施工ＣＭ業務 

ウ 実施設計積算 

エ 小田原市市民ホール整備推進委員会の運営補助 

オ 本業務において、企画提案を求めるテーマは以下に示す事項とする。  

小田原市において、市民ホール整備事業を総事業費内で収め、想定するスケジュールで

完成するための着眼点や方針について 

（４）履行期間 
契約の翌日から平成３３年３月３１日までを予定している。 

（５）予算額 
７，０００万円（消費税及び地方消費税を含む。） 

掲示期限：平成２９年１２月２８日 

mailto:hall-construction@city.odawara.kanagawa.jp


 
 

３ スケジュール 

（１）参加募集（公告）         平成２９年１２月１４日（木）から 

平成２９年１２月２８日（木）まで 

（２）質問書の提出期限         平成３０年 １月 ５日（金）午後３時まで 
 （３）質問書に対する回答予定      平成３０年 １月１０日（水） 

（４）参加表明書の提出期限       平成３０年 １月１２日（金）午後３時まで 
（５）選定通知             平成３０年 １月１６日（火） 
（６）企画提案書の提出期限       平成３０年 １月１９日（金）午後３時まで 

 （７）ヒアリング審査          平成３０年 １月２４日（水） 

 （８）特定・非特定通知予定       平成３０年 １月２６日（金） 

 

４ 提案書の提出者に要求される資格要件 

（１）本市での競争入札参加資格（建設コンサルタント「建築設計」の登録）を有すること。 
（２）次に示される同種又は類似業務について、平成１９年度以後平成２８年度末までに完了し

た「国、特殊法人又は地方公共団体等」から受注した業務において１件以上の実績を有してい

ること。 
・同種業務：ホール整備におけるＣＭ業務 
・類似業務：建築物で延べ床面積５，０００㎡以上のＣＭ業務 

（３）予定管理技術者は、次の条件を満たすこと。 
ア 次のいずれかの資格を有する者 
  （ア） ＣＣＭＪの資格を有する者又は建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規

定する１級建築士である者 
（イ） 技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法（昭和５８年法律第２５号）による登

録を行っている者 
   イ 次の実績を有する者 
    （ア） 平成１９年度以後平成２８年度末までに完了した国、特殊法人又は地方公共団体

等から受注した業務において以下に記載する同種又は類似業務の実績を１件以上有

する者。 
・同種業務：ホール整備におけるＣＭ業務  
・類似業務：建築物で延べ床面積５，０００㎡以上のＣＭ業務 

   ウ 平成２９年１２月１３日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のもの及

び落札決定通知（予定を含む。）を受けているが未契約のものを含む。）が４億円未満かつ１

０件未満である者。 
なお、手持ち業務とは、国、特殊法人又は地方公共団体等から受注した契約金額５００万

円以上の業務のことをいう。 
 



 
 

５ 企画提案書の提出者を選定するための基準 

  参加表明書の評価項目、判断基準及び評価のウエイトは、次のとおりとする。 

評価 
項目 

評価の着目点 評価の 
ウエイト 区分 判断基準 

参
加
表
明
者
（
企
業
）
の
経
験 

資
格
要
件 

技
術
部
門 

（様式５） 
①当該業務に関する部門（建築設計）の建設コンサル

タント登録がある機関 
②上記以外 

①１０ 
②選定し

ない 

業
務
経
験 

業
務
実
績 

（様式４） 
平成１９年度以降平成２８年度末までに完了した同種・

類似業務実績を下記のとおり評価する。 
・同種業務の実績がある（１件１０ポイント） 
・類似業務の実績がある（１件５ポイント） 
・上記以外 選定しない 
なお、記載する業務は、２件までとする。 

２０ 

予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格 

（様式２） 
以下の項目で評価する。 
①ＣＣＭＪの資格を有する者又は建築士法第２条に規

定する１級建築士である者 
②技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法による

登録を行っている者 
③上記以外 
なお、当該資格を保有していることを証明する書類を

添付すること。 

①３０ 
②１５ 
③選定し

ない 

業
務
経
験 

業
務
実
績 

（様式２）（様式３） 
平成１９年度以降平成２８年度末までに完了した同種

又は類似業務等の実績を下記のとおり評価する。 
・同種業務の実績を有する者。（１件１０ポイント） 
・類似業務の実績を有する者。（１件５ポイント） 
・上記以外 選定しない 
なお、記載する業務は、２件までとし、図面、写真等

を引用する場合も含め、１件につき、１枚以内に記載

する。 

２０ 

     



 
 

 

専
任
性 

手
持
ち
業
務
量 

（様式２） 
手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のもの

及び落札決定通知（予定を含む。）を受けているが未契

約のものを含む。）が４億円以上又は件数が１０件以上

である者は、選定しない。 

数値化し

ない 

業
務
実
施 

体
制 

業
務
実
施
体
制 

の
妥
当
性 

（様式６） 
業務の分担について記載する。 
なお、業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合は、

選定しない。 

数値化し

ない 

 

６ 参加表明書の留意事項 

（１）作成方法 

ア 配布された様式（様式１～様式６）を基に作成を行うものとし、文字サイズは１０ポイン

ト以上、印刷は白黒とすること。 

イ 提出部数は１０部とすること。 

（２）関連資料 

ア その業務を担当したこと及び業務内容が同種・類似に当たることを証する契約書、業務

計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写しを提出すること。 

イ 配置予定者の保有資格を証明する書類（資格証の写し等）を添付すること。 

（３）参加表明書の提出の期限、場所及び方法 

ア 期  限 平成３０年１月１２日（金）午後３時まで 

イ 場  所 １（２）記載の事務局とする。 

ウ 方  法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）にて提出すること。 

 （４）選定・非選定通知 

   ア 参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから企画提案書の提出者とし

て選定する。選定者数は、３者程度とするが、僅差の場合はこの限りでない。 

   イ 企画提案書の提出者として選定した者にはその旨を、選定されなかった者には、選定さ

れなかった旨とその理由を通知する。 

   ウ 非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以

内に、書面（書式は自由）の持参又は郵送（書留郵便に限る。）により、説明を求めること

ができる。回答は、書面により行う。 

 

７ 企画提案書を特定するための基準 

  企画提案書の評価項目、判断基準及び評価のウエイトは、次のとおりとする。なお、評価項目

「実施方針・実施フロー・工程計画その他」及び「特定テーマに関する企画提案」は、ヒアリング

を通じた評価を反映し、評価する。 

  



 
 

評価 
項目 

評価の着目点 
評価の 
ウエイト 区分 

判断基準 

予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格 

（様式２） 
以下の項目で評価する。 
① ＣＣＭＪの資格を有する者又は建築士法第２条に

規定する１級建築士である者 
② 技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法によ

る登録を行っている者 

①１０ 
②５ 

業
務
経
験 

業
務
実
績 

（様式２）（様式３） 
平成１９年度以降平成２８年度末までに完了した同

種・類似業務実績を下記のとおり評価する。 
①同種業務の実績がある（１件１０ポイント） 
②類似業務の実績がある（１件５ポイント） 
なお、記載する業務は、２件までとする。 

２０ 

実
施
方
針
・
実
施
フ
ロ
ー
・
工
程
計
画 

そ
の
他 

（
様
式
１
５
） 

業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に

評価する。 
１０ 

実施手順 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に

優位に評価する。 
５ 

工程計画 業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合

に優位に評価する。 
５ 

その他 有益な代替案又は重要事項の指摘がある場合に優位に

評価する。 
５ 

なお、業務の目的が理解されておらず、実施フローや工程表の妥当性

が著しく劣る場合は、特定しない。 
数値化し

ない 

特
定
テ
ー
マ
に
対
す
る
企
画
提
案
（
様
式
１

６
） 

的確性 ・現在の社会経済情勢等との整合性が高い場合に優位

に評価する。 
・必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方法等）が

網羅されている場合に優位に評価する。 
・業務の的確性に著しく欠ける場合は、特定しない。 

２５ 

実現性 ・提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 
・提案内容を裏付ける類似実績の明示がある場合に優

位に評価する。 
・提案内容を実現する実施体制が十分である場合に優

位に評価する。 
・業務の実現性に著しく欠ける場合は、特定しない。 

２０ 



 
 

参
考
見

積 

参考見積の

妥当性 
提案した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提

案内容に対して見積が不適切な場合には、特定しな

い。 

数値化し

ない 

合計 １００ 
 

８ 企画提案書の留意事項 

（１）基本事項 

  ア 企画提案書の無効 

プロポーザルは、調査、検討及び設計業務における具体的な取組方法について提案を求

めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本要領において記載された事

項以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とする場合があるので注意するこ

と。 

   イ 業務の実施方針等 

業務の実施方針、実施フロー、工程計画その他の記載にあたっては、Ａ４判１枚以内で簡

潔に記載すること。 
   ウ 特定テーマ 

２（３）に示した内容に対する取組方法を具体的にＡ４判１枚に記載すること。その記載

にあたっては、概念図、出典が明示できる図表、既往成果、現地写真等を用いることに支障

ないが、本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用いることは認めない。 
   エ 参考見積 

     業務規模を確認するため、参考見積を添付すること。様式は、任意とする。 

（２）作成方法 

配布された様式（様式７～様式９）を基に作成を行うものとし、文字サイズは１０ポイント

以上とする。電子メールで提出する場合は、「Adobe Reader XⅠ」によりファイルの閲覧が可

能な形式とし、ファイルの容量は極力１メガバイト以内とすること。なお、提出された企画提

案書の印刷は白黒で行う。 

（３）企画提案書その他の提出物の提出の期限、場所及び方法  

ア 期  限 平成３０年１月１９日（金）午後３時まで 

イ 場  所 １（２）記載の事務局とする。 

ウ 方  法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）の場合は１０部、ＦＡＸ又は電子メールの

場合は１部を提出すること。（ＦＡＸ又は電子メールの場合には着信を確認する

こと。） 

（４）ヒアリング 

ア 場  所 小田原市役所 

イ 実 施 日 平成３０年１月２４日（水） 

ウ 開始時間 後日連絡する。 

エ 出 席 者 配置予定管理技術者 



 
 

オ そ の 他 ・ヒアリングは、７の評価項目について質疑応答を行う。 

・ヒアリング時の追加資料の提出及び提示は、認めない。 

（５）特定・非特定通知 

ア 企画提案書を提出した者の中から、評価の合計点が最上位であるものを 1者特定する。

企画提案書を特定された者にはその旨を、特定されなかった者には、特定されなかった旨

とその理由を通知する。 

イ 非特定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以

内に、書面（書式は自由）の持参又な郵送（書留郵便に限る。）により非特定理由について

説明を求めることができる。回答は、書面により行う。 

 

９ 小田原市市民ホール整備事業ＣＭ業務事業者選定プロポーザル実施要領の内容についての質問

の受付及び回答 

（１） 参加表明書及び企画提案書に係る質問の受付期間 

平成２９年１２月１４日（木）から平成３０年１月５日（金）午後３時まで 

（２） 場  所 １（２）記載の事務局とする。 

（３） 提出方法 質問は、文書（書式は自由、Ａ４判）にて提出すること。ただし、ＦＡＸ、電    

子メールの場合は、必ず着信を確認すること。 

（４） 回答方法 別に定める回答期限までに電子メールにより行う。 

 

１０ その他の留意事項 

（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知

を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。 
（３）参加表明書及び企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担と

する。 
（４）参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無

効とする。 
（５）提出された参加表明書は、返却しない。なお、提出された参加表明書は、企画提案書の特定

以外の目的に無断で使用しない。 
（６）特定された企画提案書は、小田原市情報公開条例（平成１４年小田原市条例第３２号）にお

いて、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企

業等の権利や、競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合

がある。 
（７）提出期限後における参加表明書、企画提案書及び資料の差し替え及び再提出は、認めない。

また、参加表明書及び企画提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。ただ

し、病休、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の者であると発注



 
 

者の了解を得なければならない。 
（８）特定された企画提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に適切に反映するものと

する。 
（９）企画提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具

体的な実施方法について、提案を求めることがある。 
（１０）本プロポーザルの参加に必要な書類は、市のホームページからダウンロードすることを

原則とし、本プロポーザルが終了するまで掲載するものとする。なお、希望する応募者には次

のとおり配布する。 

ア 配布日時 

平成２９年１２月１４日（木）から平成３０年１月１１日（木）まで（土曜日、日曜日、

祝日及び平成２９年１２月２９日（金）から平成３０年１月３日（水）までを除く、午前８

時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までを除く。）） 

イ 配布場所 
１（２）記載の事務局 

 
 


